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令和６年度 一般会計等財政健全化審査意見書 

 

１．審査の対象 

令和６年度決算に係る一般会計等の実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比

率及び将来負担比率並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類。 

 

２．審査の期間 

令和７年８月７日から令和７年８月１５日まで 

 

３．審査の概要 

この財政健全化審査は、市長から提出された実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質

公債費比率及び将来負担比率の計算が正確であるか、その算定の基礎となる書類が適正

に作成されているかについて、関係資料との照合、責任者からの説明聴取などの方法に

より実施した。 

 

４．審査の結果 

  審査に付された下記の実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負

担比率は、いずれも適正に作成された書類に基づき正確に算定されていると認められる。 

 

                        記 

（単位：％、ポイント） 

比  率  名 令和６年度 令和５年度 増 減 
早期健全化 

基      準 

① 実 質 赤 字 比 率 
― 

（△ 5.37） 

― 

（△ 5.46） 

― 

（0.09） 
13.35 

② 連結実質赤字比率 
― 

（△ 24.17） 

― 

（△ 23.27） 

― 

（△ 0.90） 
18.35 

③ 実 質 公 債 費 比 率 5.5 3.7 1.8 25.0 

④ 将 来 負 担 比 率 
― 

（△ 65.6） 

― 

（△ 51.2） 

― 

（△14.4） 
350.0 

（注）実質赤字比率及び連結実質赤字比率は、実質赤字額がない場合は「―」で表示した。将来負担比

率は、充当可能財源が将来負担額を上回っている場合は「―」で表示した。各比率の（ ）内の数

値は、計算結果に基づく数値を参考として表示した。 
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① 実質赤字比率 

  一般会計等を対象として算出した実質赤字額の標準財政規模（標準的な規模の収入の

額）に対する比率であり、本年度は実質赤字額がないため、実質赤字比率は発生しない

ことから、国の示す基準では、財政の健全段階の範囲である。 

  なお、参考値として、計算結果に基づく数値をかっこ書きで表示したが、本年度の比

率は△5.37％であり、前年度と比較すると0.09ポイント低下している。 

 

② 連結実質赤字比率 

  公営企業会計及びその他の特別会計を含む全会計（一般会計、水道事業会計、下水道

事業会計、病院事業会計、国民健康保険特別会計、介護保険特別会計、後期高齢者医療

特別会計）の実質収支額（公営企業会計においては資金不足額(剰余額)）を合算した額

が赤字を生じた場合の当該連結実質赤字額の標準財政規模に対する比率であるが、連結

実質赤字額がないため、連結実質赤字比率は発生しないことから、国の示す基準では、

財政の健全段階の範囲である。 

  なお、参考値として、計算結果に基づく数値をかっこ書きで表示したが、本年度の比

率は△24.17％であり、前年度と比較すると0.90ポイント良化している。 

 

③ 実質公債費比率 

  一般会計等が負担する地方債の元利償還金と準元利償還金との合計（以下「元利償還

金等」）額から元利償還金等に充当することができる特定の収入に相当する金額及び元利

償還金等にかかる基準財政需要額算入額を控除した額を、標準財政規模から元利償還金

等にかかる基準財政需要額算入額を控除した額で除した比率を３か年平均したものをい

い、本年度の比率は5.5％であり、国の示す基準では、財政の健全段階の範囲である。 

なお、前年度と比較すると1.8ポイント低下している。 

 

④ 将来負担比率 

  一般会計等の本年度末における地方債現在高や債務負担行為に基づく支出予定額等の

将来負担額から充当可能基金額、充当可能特定歳入見込額及び地方債現在高等にかかる

基準財政需要額算入見込額の合計額を控除した額を、標準財政規模から元利償還金等に

かかる基準財政需要額算入額を控除した額で除した比率であり、充当可能財源等が将来

負担額を上回っているため、将来負担比率は算定されないことから、国の示す基準では、

財政の健全段階の範囲である。 

  なお、参考値として、計算結果に基づく数値をかっこ書きで表示したが、本年度の比

率は△65.6％であり、前年度と比較すると14.4ポイント良化している。 
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令和６年度 公営企業会計経営健全化審査意見書 

 

１．審査の対象 

令和６年度決算に係る公営企業会計（水道事業会計、下水道事業会計、病院事業会計）

の資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類。 

 

２．審査の期間 

令和７年８月７日から令和７年８月１５日まで 

 

３．審査の概要 

この経営健全化審査は、市長から提出された資金不足比率及びその算定の基礎となる

事項を記載した書類が適正に作成されているかどうかについて、関係資料との照合、責

任者からの説明聴取などの方法により実施した。 

 

４．審査の結果 

審査に付された下記会計の資金不足比率は、いずれも適正に作成された書類に基づき

正確に算定されていると認められる。 

                   記 

                      （単位：％、ポイント） 

会  計  名 令和６年度 令和５年度 増 減 
経営健全化 

基    準 

水 道 事 業 会 計 
― 

（△ 159.00） 

― 

（△ 152.95） 

― 

（△ 6.05） 

20.0 下水道事業会計 
― 

（△ 36.96） 

― 

（△ 27.66） 

― 

（△ 9.30） 

病 院 事 業 会 計 
― 

（△ 10.80） 

― 

（△ 9.30） 

― 

（△ 1.50） 

（注）資金の不足額がない場合は「―」で表示した。各会計の（ ）内の数値は計算結果に基づく数値

を参考として表示した。 

 

  資金不足比率は、公営企業会計ごとの資金の不足額を事業の規模で除した比率であり、

いずれの会計も資金の不足額がないため、資金不足比率は発生していないことから、国

の示す基準では、経営の健全段階の範囲である。 

  なお、参考値として、計算結果に基づく数値をかっこ書きで表示したが、水道事業会

計の比率は△159.00％であり前年度と比較すると6.05ポイント、下水道事業会計の比率

は△36.96％であり前年度と比較すると9.30ポイント、病院事業会計の比率は△10.80％

であり前年度と比較すると1.50ポイント、それぞれ良化している。 


